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当事業所はご契約者に対して指定訪問介護サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 
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当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（福岡県指定 第 4070403367 号）         



１．事業者 

（１）法人名        株式会社 さわやか倶楽部 

（２）法人所在地     福岡県北九州市小倉北区熊本 2丁目 10番 10号 

（３）電話番号       ０９３－５５１－５５５５ 

（４）代表者氏名     山本 武博 

（５）設立年月       平成１６年１２月１日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定訪問介護事業所  

（２）事業所の名称    さわやかヘルパーステーション大畠 

2009年 7月１日指定  福岡県 第 4070703367号   

（３）事業所の所在地  福岡県北九州市小倉北区大畠 1丁目 6-26 

（４）電話番号       093-522-8500 

（５）事業所長（管理者）氏名    柏原 康司  

（６）開設年月        2009年 7月１日 

（７）事業所が行っている他の業務 

   当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。 

  [介護予防訪問介護] 2009年 7月１日指定 福岡県 第 4070403367号              

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 北九州市（事業所より片道 20ｋｍ以内） 

    ただし離島を除く。 

（２）営業日及び営業時間      

営業日 月～日曜日 

営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

サービス提供時間帯  ２４時間対応 

※営業日については、年中無休。サービス提供時間以外について電話等により、 

相談に応ずる旨や連絡が 24時間常時可能な体制としています。 

４．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定訪問介護サービス及び指定介護予防訪問介護サー

ビスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 兼務の内容 

専 兼 

１．事業所長（管理者）  1  0.5 １名 住宅型雄郎老人ホーム  

施設長 

２．サービス提供責任者 3  1 3.5 3名  



３．訪問介護員 14  9 

 

8.1 2.5名 住宅型有料老人ホーム

介護職員兼任 

 

 

 

 

(1)介護福祉士 6  2 3.0   

(2)訪問介護養成研修１級

（ヘルパー1 級）課程修了

者 

  0    

(3)訪問介護養成研修 2 級 

（ヘルパー2 級）課程修了

者 

 11 8 7.0  訪問介護員 兼 さわ

やか大畠壱・参番館住

宅職員 

 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所におけ

る常勤職員の所定勤務時間数（例：週 40時間）で除した数です。 

（例）週 8時間勤務の訪問介護員が 5名いる場合、常勤換算では、   

1名（8時間×5名÷40時間＝1名）となります。 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

契約期間の中途において消費税率の改定もしくは介護保険利用者負担金にかかわる基本

単位の変更が行われた場合には、事業者からの通知の有無にかかわらず、消費税率改定後 

の税率および変更後の基本単位により計算することとします。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

以下のサービスについては、介護保険負担割合証に記載された自己負担割合に応じて、 

利用料金の 7～9割(通常 9割)が介護保険から給付されます。  

<サービスの概要と利用料金> 

○身体介護 

 入浴・排せつ・食事等の介護を行います。 

○生活援助 

 調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の世話を行います。 

☆ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービ

ス計画（ケアプラン）がある場合には、それを踏まえた訪問介護計画に定められます。 

① 身体介護 

○ 入浴介助…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く（清拭）などします。 

○ 排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。 

○ 食事介助…食事の介助を行います。 

○ 体位変換…体位の変換を行います。 

○ 通院介助…通院の介助を行います。 

② 生活援助 



○ 調理…ご契約者の食事の用意を行います。（ご家族分の調理は行いません。） 

○ 洗濯…ご契約者の衣類等の洗濯を行います。（ご家族分の洗濯は行いません。） 

○ 掃除…ご契約者の居室の掃除を行います。（ご契約者の居室以外の居室、庭等の敷

地 

の掃除は行いません。） 

  ○買い物…ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。（預金・貯金

の引き出しや預け入れは行いません。） 

  

 ＜サービス利用料金＞ 

〇当事業所の地域区分は【7級地：1単位 10.21円】です 

身体介護 

区分 基本単位 利用料 
利用者負担額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

20分未満 

昼間 163 1,664円 167円 333円 500円 

早朝/夜間 204 2,082円 209円 417円 625円 

深夜 245 2,501円 251円 501円 751円 

20分以上 

30分未満 

昼間 244 2,491円 250円 499円 748円 

早朝/夜間 305 3,114円 312円 623円 935円 

深夜 366 3,736円 374円 748円 1,121円 

30分以上 

1時間未満 

昼間 387 3,951円 396円 791円 1,186円 

早朝/夜間 484 4,941円 495円 989円 1,483円 

深夜 581 5,932円 594円 1,187円 1,780円 

1時間以上 

1時間 30分 

未満 

昼間 567 5,789円 579円 1,158円 1,737円 

早朝/夜間 709 7,238円 724円 1,448円 2,172円 

深夜 851 8,688円 869円 1,738円 2,607円 

1時間 30分 

以上 30分 

増すごとに 

昼間 82 837円 84円 168円 252円 

早朝/夜間 103 1,051円 106円 211円 316円 

深夜 123 1,255円 126円 251円 377円 

 

 

 

 

 



生活援助 

区分 基本単位 利用料 
利用者負担額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

20分以上 

45分未満 

昼間 179 
1,827

円 
183円 366円 549円 

早朝/夜間 224 
2,287

円 
229円 458円 687円 

深夜 269 
2,746

円 
275円 550円 824円 

45分以上 

昼間 220 
2,246

円 
225円 450円 674円 

早朝/夜間 275 
2,807

円 
281円 562円 843円 

深夜 330 
3,369

円 
337円 674円 1,011円 

身体介護

に続き生

活援助実

施 

昼間 65 663円 67円 133円 199円 

早朝/夜間 81 827円 83円 166円 249円 

深夜 98 
1,000

円 
100円 200円 300円 

 

通院等乗降介助 

区分 基本単位 利用料 
利用者負担額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

 

昼間 97 990円 99円 198円 297円 

早朝/夜間 121 1,235円 124円 247円 371円 

深夜 146 1,490円 298円 301円 447円 

 

☆ 初回加算：200単位/月（初回及び初回相当時のみ）  

   新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内

に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介

護を行う際に同行訪問した場合に発生致します。２ヵ月間指定訪問介護の提供を受

けていない場合にも発生致します。 

☆ 緊急時訪問介護加算：100単位/要請ごと 

利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと

連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその

他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護（身体介護）を行った場合に

発生致します。 



☆ 新加算Ⅲ…18.2％ 

   厚生労働省の定める基準に適合している、介護職員の賃金の改善等を実施している 

  ものとして市町村に届け出た事業所に対し、加算されます。 

☆「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的

な所要時間です。 

☆ 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に

基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて、介

護給付費体系により計算されます。 

☆平常の時間帯（午前 8 時から午後 6 時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、早

朝・夜間帯では、平常の時間帯の利用料金の 25％及び 50％増加になります。料金が増

加しても、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。 

・夜間（午後 6時から午後 10時まで）：25％ 

・早朝（午前 6時から 8時まで）  ：25％ 

・深夜（午後 10時から午前 6時まで）：50％ 

☆2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、利用者の同意の上で、通

常の利用料金の 2倍の料金を徴収するようになります。 

＊2人の訪問介護員でサービスを行う場合（例） 

・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合 

・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ

たんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保

険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合

も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うため

に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負

担額を変更します。 

 

☆集合住宅に居住する利用者に対して訪問する場合は、当該集合住宅に居住する利用者

が１月あたり 50人以上の場合、その利用者に対する報酬が 15％減算となります。 

☆集合住宅に居住する利用者に対して訪問する場合は、当該集合住宅に居住する利用者

が１月あたり 20人以上の場合、その利用者に対する報酬が 10％減算となります。 

☆前 6 か月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は

隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が 90/100 

（9割）以上である場合、その利用者に対する報酬が 12％減算となります。 

 



（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

 ①介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービス 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金

の全額がご契約者の負担となります。 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更すること

があります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2か月前

までにご説明します。 

（3）交通費 

通常の事業所実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収 

致します。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額」です。 

①  事業所から片道おおむね 20キロメートル      0円 

②  事業所から片道おおむね 20キロメートル以上は 10キロメートルごとに 

                           100円     

（4）利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、毎月１５日までに請求しま

すので、利用者はこれを同月２５日までに支払うものとします。（１か月に満たない期間

のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

支払い方法 

□ 下記指定口座への振り込み 

    福岡ひびき信用金庫 宇佐町支店  普通 １３４９５８０ 

          名義：株式会社 さわやか倶楽部 代表取締役 山本 武博 

 

 

□ 金融機関口座からの自動引き落とし 

    ご利用できる金融機関：西日本シティ銀行 

□ 現金による支払い 

（５）利用の中止、変更、追加 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、訪問介護サービスの利用を中止、変更、

又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施

日の前日までに事業者に申し出てください。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体

調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 生活援助中心 45分未満の 



利用料金の 10割 

 

 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により契約者の

希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示し

て協議します。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。 

ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを

提供します。 

（２）訪問介護員の交替 

 ①ご契約者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と

認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員

の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はで

きません。 

 ②事業者からの訪問介護員の交替 

事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益

が生じないよう十分に配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項 

①定められた業務以外の禁止 

契約者は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を

事業者に依頼することはできません。 

②訪問介護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事

業者は訪問介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するも

のとします。 

③備品等の使用 

訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で

使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させて

いただきます。 



（４）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施が

できない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更した

サービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

（５）訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、ご契約者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当す

る行為は行いません。 

 

①医療行為 

②ご契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

③ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 

④飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活

動 

⑥その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

（６）サービス提供責任者  

 サービス提供責任者は利用者からのサービス利用申込みに関する調整や介護予防訪問介

護計画の作成などはじめ、次のような業務を担当します。利用にあたって疑問点やご心配

な点があったりサービス内容を変更したい時には、サービス提供責任者にお気軽にお尋ね

ください。訪問介護員に直接お話しくださってもかまいません。 

＜サービス提供責任者の業務＞ 

 ①サービスの利用の申込みに関する調整 

 ②利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握 

 ③介護予防支援事業者等との連携（サービス担当者会議への出席など） 

 ④訪問介護員への援助目標、援助内容に関する指示 

 ⑤訪問介護員の業務の実施状況の把握 

⑥訪問介護員の業務管理 

 ⑦訪問介護員の研修、技術指導 

 ⑧その他サービスの内容の管理に関する必要な業務 

（７）利用者及び利用者の家族等の禁止行為 

 ① 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

  例：コップを投げつける/蹴る/唾を吐く 

② 職員に対する精神的暴力（個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、 

おとしめたりする行為） 

 例：大声を発する/怒鳴る/特定の職員に嫌がらせをする/「この程度できて当然」 

   と理不尽なサービスを要求する） 

③ 職員に対するセクシャルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度 



の要求等、性的ないやがらせ行為） 

 例：必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/あからさまに性的な話をする。 

７．苦情の受付について 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者） 柏原 康司 

          ［職名］  管理者 

           TEL 093-522-8500   FAX  093-522-8511 

    ○受付時間   毎週月曜日～金曜日  8：30～17：30 

    ○所在地    〒802-0026 

福岡県北九州市小倉北区大畠 1丁目 6-26 

（２）行政機関その他苦情受付窓口 

 

北九州市八幡東区役所 

保険福祉課  

介護保険係 

 

〒805-0019 

所在地  北九州市八幡東区中央 1-1-1 

電話番号 093-671-0801  FAX 093-681-0314 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

北九州市小倉南区役所 

保険福祉課 

介護保険係 

〒802-0816 

所在地  北九州市小倉南区若園 5-1-2 

電話番号 093-951-4111  FAX 093-951-5507 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

北九州市小倉北区役所 

保険福祉課 

介護保険係 

〒803-0814 

所在地  北九州市小倉北区大手町 1-1 

電話番号 093-582-3311  FAX 093-571-0030 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

北九州市門司区役所 

保険福祉課 

介護保険係 

〒801-0833 

所在地  北九州市門司区清滝 1-1-1 

電話番号 093-331-1881  FAX 093-332-3542 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

北九州市戸畑区役所 

保険福祉課 

介護保険係 

〒804-0081 

所在地  北九州市戸畑区千防 1-1-1 

電話番号 093-871-1501  FAX 093-881-2204 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

国民健康保険団体連合会 

〒812-0041 

所在地 福岡県博多区吉塚本町１３－４７ 

電話番号 092-642-7800  FAX 092-642-7852 

受付時間 ９：００～１７：００ 



８．事故発生時の対応について 

事故発生時 事故が発生した場合、速やかに協力医療機関等と連携を図り応

急対応を行います。また、家族・身元引受人・関係機関に連絡

します。必要な場合、市町村に報告します。 

賠償責任 サービスの提供にともなって当事業所の責任により、利用者の

生命、身体、財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償

致します。但し、その損害の発生について、利用者に故意又は

過失が認められる場合には、事業者の損害賠償責任が生じない

場合があります。 

 

９．緊急時等における対応方法 

   訪問介護員等は指定訪問介護サービスの提供中に、ご契約者の病状に急変、その他

の緊急事態が生じた時は、速やかに応急の処置を行い、主治医あるいは協力医療機関

に連絡し、適切な処置を講じます。 

 

１０．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

   当事業所では提供するサービスの第三者評価は実施しておりません。 

 

１１．秘密保持について 

（１）事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

（２）従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 

従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契

約の内容とする。 

（３）サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、

利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。 

 

１２．虐待の防止のための措置に関する事項 

事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するために、 

次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待の防止に関する担当者を選定しています。 

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業 

  者に周知徹底を図っています。 

（３）虐待防止のための指針を整備しています。 

（４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 



 （５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養 

護者（現に養護している家族・ 

   親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか  

   にこれを市町村に通報します。 

 

１３.サービス契約の終了 

 契約者及び事業者は利用契約書第 13条に則り、または利用者やその家族が本重要 

事項説明書 6.サービスの利用に関する留意事項に著しく反したときサービス契約を 

解除することができる。 

 

１４.身分証携行義務 

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示

を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

１５.心身の状況の把握 

指定訪問介護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等

を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉

サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

１６.居宅介護支援事業者との連携 

（1）指定訪問介護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉

サービスの提供者と密接な連携に務めます。 

（2）サービス提供の開始に際し、この重要事項説明書に基づき作成する「訪問介護計画

書」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

（3）サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内

容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

１７.サービス提供の記録 

（1）指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービ

ス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また、利用者の確認を受けた後

は、その控えを利用者に交付します。 

（2）指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサー

ビスを提供した日から 5年間保存します。 

（3）利用者は事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請

求することができます。 

 



１８.衛星管理等 

（1）訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（2）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に務めます。 

（3）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じ

ます。 

 ① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をお

おむね 6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底していま

す。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施

します。 

 

１９.身体拘束の対応 

（1）利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を

除き、身体拘束は行わない。 

（2）緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録し、家族、管理者、担当居宅介護支援事

業所に報告する者とする。尚、実施後は速やかな解除に務めるものとする。 

 

２０.業務継続計画の策定等について 

（1）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的

に実施するための、及び非常時の 体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計

画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（2）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

（3）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  年  月  日 

 

指定訪問介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いまし

た。 

 さわやかヘルパーステーション大畠  

説明者職名            氏名                印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護サービスの提

供開始に同意しました。 

利用者 

住所               

氏名                印 

 

利用者代理人 

住所               

氏名                印 

 

※ この重要事項説明書は、厚生省令第 35 号（平成 18 年 3 月 14 日）第 8 条の規定に基づき、利

用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 


